
世帯状況の項目（続柄・生年月日
等）に記入もれが無いか確認。

早期２ 申請書記載内容の確認について

２

３

５

４

７

申請理由が①～⑪であることを確
認する。

申請理由⑪に☑がある場合は、区
役所からの通知により4/1要保護
該当の確認を行うこと。

要保護停止廃止あるいは非該当が
確認されれば速やかにセンターに
連絡する。

５

申請登録をする学校の校園コード
を記入する。
（例年、未記入や誤った校園コー
ドを記入しているケースがあるた
め提出時に確認すること）

１

児童生徒名の記入を確認。
（学年の記入誤りがあれば学校で
訂正する）

３

申請理由や添付書類により「早期
２」申請が可能な場合、保護者確
認のうえ「早期２」申請として取
り扱う。

２

４

選択☑の漏れがないか確認。
必要に応じ、口座振替申出書の提
出を保護者へ案内する。

７

2ヶ所とも同じ申請者名の記名が
あるか確認。

６

【申請理由が①（非課税）であるが、添付書類が無い場合】
一般申請（税情報利用）希望の有無を保護者に確認する。
➢希望しない場合は、必要書類提出の依頼を行う。
➢希望する場合は、必要な手続き（「申請区分訂正」「税同意欄記入」等）を保護者へ連絡する。
※申請区分の修正は保護者へ連絡の上、学校で修正可。

【申請理由が①（非課税）であるが、添付の所得証明書類が非課税でない場合】
そのまま提出すると書類不備で保留となるため、必要な手続きを保護者へ連絡する。
➢所得審査以外の申請理由があればその申請理由へ変更し、添付書類の提出を求める。
➢所得審査を行う場合は「一般申請」となるため、税情報利用又は所得証明書類提出（令和４年度
市民税・府民税証明書等）が必要な旨を説明し、書類修正（「申請区分」「税同意欄記入」等）を
行う。※申請理由⑫で提出があった場合も同様の説明を行うこと。

早期２

６

６

１

同じ名前



３ヶ所とも同じ申請者名の記名が
あるか確認。

世帯状況の項目（続柄・生年月日
等）に記入もれが無いか確認。

「税情報を利用する」に ☑ 及び
申請者名の記名があるか確認。

１

３２

４

８

申請理由が①又は⑫であること
を確認する。

申請理由⑫に☑がある場合は、
下の《住宅の形態》で「持家」
か「借家等」のいずれかに☑ が
あるか確認する。

「借家等」に ☑ がある場合は、
借家等に関する確認書類の添付
及び書類内容を確認する。

５

申請登録をする学校の校園コー
ドを記入する。
（例年、未記入や誤った校園
コードを記入しているケースが
あるため提出時に確認するこ
と）

１

児童生徒名の記入を確認。
（学年の記入誤りがあれば学校で
訂正する）

２

「現住所」（「Ｒ4.1.1現在の
住所」に記載がある場合はその
住所）が「大阪市」であるか確
認する。「大阪市」でない場合
は税情報利用はできない。

３

４

選択☑の漏れがないか確認。
必要に応じ、口座振替申出書の
提出を保護者へ案内する。

８

７

６

【世帯状況欄について】
➢税情報を照会するために必要な情報なので、記入漏れが無いように確認すること。

※税情報の検索には、住所・なまえ・生年月日が必須条件。一つでも誤りがあると、
データ取得できず保留となり、所得証明書類（令和４年度 市民税・府民税証明書等）の
追加提出が必要になる場合もあるため注意すること。

➢「別居」に〇がある場合、必ず住所の確認をすること
※ 住所に不備がある場合、税情報データの取得はできない。

➢申請者の住所(上記③）が大阪市外の住所である場合は、「一般２」での申請となるので、
必要な手続き（申請区分の変更、所得証明書類提出等）を保護者へ連絡する。
ただし、現住所が大阪市外であっても、令和４年１月１日現在の住所が大阪市内であれば、
税情報の利用ができる。その際は、「Ｒ4.1.1現在の住所」（上記⑤）に漏れなく記入する
こと。）

一般１
申請書記載内容の確認について

５

６

７

７

７

同じ名前



２ヶ所とも同じ申請者名の記名が
あるか確認。

１

２

３

６

申請理由欄に☑があることを確
認する。

・申請理由⑫に☑がある場合は、
下の《住宅の形態》で「持
家」か「借家等」のいずれか
に☑ があるか確認し、「借家
等」に ☑ がある場合は、借家
等に関する確認書類の添付及
び書類内容を確認する。

・申請理由⑪に☑がある場合は
区役所からの通知等により
4/1要保護該当であるか確認
を行うこと。※4/1現在要保
護でない場合、4/1からの認
定を受けるためには別の申請
理由での提出が必要。

申請登録をする学校の校園コー
ドを記入する。
（例年、未記入や誤った校園
コードを記入しているケースが
あるため提出時に確認するこ
と）

１

３

選択☑の漏れがないか確認。
必要に応じ、口座振替申出書の
提出を保護者へ案内する。

６

５

【申請書提出期限について】
➢認定日が4/1となるためには6/30までに提出が必要です。7/1以降の提出となった場合は
申請日以降の認定となるため、4/1～申請日前日までに執行した児童・生徒費や入学準備補助
金等の支給が出来ません。

申請希望者があれば、まずは申請書の提出を依頼してください。保護者が来訪されている場
合はその場での記入・提出を案内していただくようお願いいたします。

※センターへの書類提出期限までに添付書類が間に合わない場合は、その旨メモに記載し提出
してください。

一般２
申請書記載内容の確認について

４

児童生徒名の記入を確認。
（学年の記入誤りがあれば学校で
訂正する）

２

世帯状況の項目（続柄・生年月日
等）に記入もれが無いか確認。

４

５

５

同じ名前
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